
議 会 運 営 委 員 会 日 程

    平成２６年５月２７日（火） 

                           午前１０時 ５０２会議室 

日程第１ 平成２６年第２回定例会の日程と運営について 

 (1) 付議事件 

  ①議 案----------------２６件 

      条 例------１３件 

      事 件------ ９件 

      和 解------ ２件 

      補 正 予 算------ ２件 

  ②諮 問---------------  ２件 

  ③報 告--------------- １１件 

  ④請願・陳情 

   ◇閉会中の継続審査となった請願で審査を終わり報告されるもの 

     総 務 委 員 会---１件 

     市 民 委 員 会---０件 

     健 康 福 祉 委 員 会---０件 

     まちづくり委員会---０件 

     環 境 委 員 会---０件 

   ◇平成２６年第１回定例会後、本日までに受理したもの 

     請 願-------------１件 

     陳 情-------------８件 

  ⑤意見書案---------------０件 

 (2) 追加議案 

 （６月１８日頃提出予定） 

  ①人権擁護委員の候補者の推薦について 

 (3) 会議録署名議員（敬称略） 

   ３８番 山田晴彦  ５０番 潮田智信  ５９番 矢澤博孝 

内

訳
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 (4) 質疑・質問・討論等の発言の会派順序 

   自民党、公明党、民主党、共産党、みんなの党・無所属 

(5) 一般質問について 

 (6) 会期及び会期日程案 

   ６月２日（月）～６月２５日（水）までの２４日間 

   別紙「平成２６年第２回川崎市議会定例会会期日程（案）」参照 

日程第２ 神奈川県内広域水道企業団議会議員の選挙について 

日程第３ 神奈川県川崎競馬組合議会議員の選挙について 

日程第４ 神奈川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

日程第５ 今後の議会改革等の検討課題について 

(1) 水曜日、金曜日開催の曜日及び日数等の検討 

(2) 代表質問のあり方、一般質問のあり方、代表質問での一問一答方式等のわか 

りやすい質問方法の導入、質問方式の見直しに伴う努力目標時間のあり方、代 

表質問等での対面による質疑の実施 

(3) 委員会傍聴の原則自由化 

(4) 質問経過時間等の表示 

(5) 議案の提出方法 

日程第６ 決算審査に関する見直しについて 

日程第７ その他 
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日 曜日 本会議 委 員 会 等 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

3 火

（審査中の請願・陳情にかかわる質問の通告締切日　午後３時）

（第１回請願・陳情締切日　午後５時）

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火

11 水
本 会 議
 (第２日）

再開、代表質問（自民党、公明党）、延会

12 木
本 会 議
 (第３日）

正副委員長会議
再開、代表質問（民主党、共産党、みんなの党・無所属）、
委員会付託（請願・陳情含む）、散会

13 金 委 員 会

14 土

15 日

16 月 委 員 会 （一般質問発言通告締切日　午後１時）

17 火 （討論発言通告締切日　午後３時）

18 水 　 議会運営委員会 追加議案（人事案件）、１９日の本会議の運営、一般質問等について

19 木
本 会 議
 (第４日）

再開、委員長報告、討論、採決、人事案件に対する議事、その他、散会

20 金
本 会 議
 (第５日）

再開、一般質問、延会

21 土

22 日

23 月
本 会 議
 (第６日）

再開、一般質問、延会　　　　　　　　  　（第２回請願・陳情締切日　午後５時）

24 火
本 会 議
 (第７日）

再開、一般質問、延会

25 水
本 会 議
 (第８日）

正副委員長会議 再開、一般質問、請願・陳情、閉会

＊　発言の会派順位 　自民党、　公明党、　民主党、　共産党、　みんなの党・無所属

4 水

5 木 (議会運営委員会) （代表質問発言通告締切日　午後１時）

平成２６年第２回川崎市議会定例会会期日程 (案）

6/2 月
本 会 議
 (第１日）

開会、諸報告、会議録署名議員の指名、会期の決定、議案上程、提案説明、
水道企業団議会議員の選挙、競馬組合議会議員の選挙、
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙、散会
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平成２６年第２回川崎市議会定例会 

                 議事日程第１号 

平成２６年６月２日（月） 

                                          午前１０時 開 会 

 第 １ 

会議録署名議員の指名 

第 ２ 

  会期の決定 

 第 ３ 

議案第６５号  川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６６号  川崎市民プラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６７号  川崎市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６８号  川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６９号  川崎市福祉事務所条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７０号  川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の 

        制定について 

議案第７１号  川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

        いて 

議案第７２号  川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７３号  川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例の制定 

        について 

議案第７４号  川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７５号  川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７６号  川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７７号  川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての市長の専決処分の承 

        認について 

議案第７８号  川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員の選任について 

議案第７９号  川崎高等学校及び附属中学校等新築工事請負契約の変更について 

議案第８０号  麻生区における町字区域の変更について 

議案第８１号  麻生区における住居表示の実施区域及び方法について 

議案第８２号  市道路線の認定及び廃止について 

議案第８３号  ヘリコプターの取得について 

議案第８４号  黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について 

議案第８５号  訴えの提起について 

議案第８６号  訴えの提起について 

議案第８７号  訴訟上の和解について 

議案第８８号  和解について 

議案第８９号  平成２６年度川崎市一般会計補正予算 

議案第９０号  平成２６年度川崎市競輪事業特別会計補正予算 

諮問第 １号  下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について 

諮問第 ２号  下水道使用料の督促に関する処分に係る審査請求について 

報告第 ２号  平成２５年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について 

報告第 ３号  平成２５年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について 

報告第 ４号  平成２５年度川崎市港湾整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について 

報告第 ５号  平成２５年度川崎市病院事業会計継続費繰越額の報告について 

報告第 ６号  平成２５年度川崎市下水道事業会計予算繰越額の報告について 

報告第 ７号  平成２５年度川崎市水道事業会計予算繰越額の報告について 
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報告第 ８号  平成２５年度川崎市工業用水道事業会計予算繰越額の報告について 

報告第 ９号  川崎市情報公開条例第３５条の規定による運営状況の報告について 

報告第１０号  川崎市個人情報保護条例第４１条の規定による運営状況の報告について 

報告第１１号  川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第１１条の規定による運営状況の報告について 

報告第１２号  地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について 

 第 ４ 

神奈川県内広域水道企業団議会議員の選挙について 

 第 ５ 

神奈川県川崎競馬組合議会議員の選挙について 

 第 ６ 

神奈川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 
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６月２日、本会議（第１日）の諸報告一覧

１ 全国市議会議長会永年勤続議員（１５年）の紹介

粕谷葉子議員、佐野仁昭議員、石川建二議員、斉藤隆司議員、石田康博議員、

浅野文直議員、大島 明議員、石田和子議員、東 正則議員

２ 意見書の処理結果

３ 外国人市民代表者会議の年次報告

４ 市民オンブズマン及び人権オンブズパーソンの年度報告

５ 定期監査及び現金出納検査の結果報告

 ６ 三浦副市長からの就任のあいさつ

７ 教育委員の紹介（渡邊直美委員、濱谷由美子委員）及び新任の議事説明員の紹介

８ 議事説明員への出席要求
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神奈川県内広域水道企業団議会 年次別議員割当表 

年 度

定 数  

２ ３ 年  ２ ４ 年 ２ ５ 年  ２ ６ 年  

３ 名  

自 民 党  自 民 党  公 明 党  自 民 党  

民 主党  公 明 党  共 産党  自 民 党  

共 産党  民 主 党  みんなの党・無所属 公 明 党
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神奈川県川崎競馬組合議会 年次別議員割当表 

年 度

定 数  

２ ３ 年  ２ ４ 年  ２ ５ 年  ２ ６ 年  

２ 名  

民 主 党  自 民 党  自 民 党  民 主 党  

共 産 党  公 明 党  公 明 党  みんなの党・無所属
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神奈川県後期高齢者医療広域連合議会 年次別議員割当表 

年 度

定 数  

２ ３ 年  ２ ４ 年  ２ ５ 年  ２ ６ 年  

３ 名  

公 明 党  自 民 党  自 民 党  自 民 党  

民 主党  公 明 党  民 主党  公 明 党  

共 産党  民 主 党  共 産党  みんなの党・無所属
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 - 0 -

議会運営検討協議会第９回報告書（抜粋） 

【水曜日、金曜日開催の曜日及び日数等の検討】 

１ 検討結果 

  当協議会では、本件について調査・検討を行ったところ、次のとおり、協

議会としての結論に至った。 

 (1) 閉会中の委員会の開催は、原則木曜日の開催とし、金曜日を予備日とす

ること。 

 (2) 定例会の会期中の委員会は、議案審査等のため、予算議会は３日、他の

定例会は２日開催しているが、議案付託がない場合などは、委員会の判断

により、予算議会は２日又は１日、他の定例会は１日とすることができる

運用に見直すこと。 

 (3) その他の常任委員会の開催についての申し合わせについては、現状のと

おりとして、見直しは行わないことを確認した。 

  なお、委員から、現行の閉会中の水曜日、金曜日の開催を変更することに

ついて、慎重な立場の意見もあったことを付記する。 
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 - 0 -

議会運営検討協議会第１０回報告書（抜粋） 

【代表質問のあり方、一般質問のあり方、代表質問での一問一 

答方式等のわかりやすい質問方法の導入、質問方式の見直し 

に伴う努力目標時間のあり方、代表質問等での対面による質 

疑の実施】 

１ 検討結果 

  当協議会では、本件について調査・検討を行ったところ、次のとおり、協

議会としての結論に至った。 

   代表質問における再質問は、これまでの一括方式に加え、一問一答方式

による質問方式も選択できるようにすること。 

   また、その他の見直しは行わないことを確認した。 
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新たな決算審査の運営等について 

１ 基本的な考え方 

  平成２６年４月２３日の議会運営委員会で決定された「決算審査に関する見直し案」（１３ページ

～１６ページ参照）に基づき、平成２６年から新たな決算審査を実施する。 

 (1) 決算等議案を代表質問の対象とする。 

 (2) 代表質問２日目に決算審査特別委員会を設置し、決算等議案を付託する。 

 (3) 代表質問２日目の翌日に、決算審査特別委員会（全体会第１日）を開催し、正副委員長の互選

の後、財政局長から決算等議案の説明を受け、常任委員会単位の５つの分科会を設置する。 

 (4) (3)の決算審査特別委員会（全体会第１日）の終了後、２日間議案研究日を設ける。 

 (5) (4)の議案研究日の１日目の午後１時に、分科会質疑の発言通告を設ける。 

 (6) 各分科会を２日ずつ開催し、局別審査を行う。 

 (7) 分科会審査終了後、４日間議案研究日を設ける。 

 (8) (7)の議案研究日の１日目の午後１時に、総括質疑の発言通告を設ける。 

 (9) 決算審査特別委員会（全体会第２日）を開催し、分科会報告、総括質疑、採決を行う。 

 (10) 市長は、全体会（２日間）に出席する。 

 (11) 総括質疑は、おおむね代表質問の取扱いに準じる。 

 (12) 分科会の運営は、おおむね常任委員会の取扱いに準じる。 

 (13) その他の部分は、おおむね従前の決算審査特別委員会の取扱いに準じる。 

２ 決算審査の流れ 

「決算議会会期日程（案）」を参照（１７ページ） 

３ 確認事項 

(1) 区長の全体会への出席について 

  【案】区長の出席は、本会議と同様の取扱いとする。 

     ・全体会第１日（提案説明等）には、出席しない。 

     ・全体会第２日（総括質疑等）には、総括質疑の通告があった場合のみ出席する。 

(2) 分科会における会長等の質疑の取扱いについて 

  【案】常任委員会と同様の取扱いとする。 

     ・分科会会長は、分科会では質疑しない。 

     ・分科会副会長は、分科会で質疑できる。 

     ・決算審査特別委員会の委員長は、分科会で質疑できる。 

     ・決算審査特別委員会の副委員長は、分科会で質疑できる。 
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決算審査に関する見直し案 

１ 全体の審査日程 

  別紙、「決算議会会期日程（案）」参照 

 (1) 決算等議案を代表質問の対象とする。 

 (2) 代表質問２日目に決算審査特別委員会を設置し、決算等議案を付託する。 

 (3) 代表質問２日目の翌日に、決算審査特別委員会（全体会第１日）を開催し、正副委員

長の互選の後、財政局長から決算等議案の説明を受け、分科会を設置する。 

 (4) (3)の決算審査特別委員会（全体会第１日）の終了後、２日間議案研究日を設ける。 

 (5) (4)の議案研究日の１日目の午後１時に、分科会質疑の発言通告を設ける。 

 (6) 常任委員会の構成に準じた分科会を開催し、局別に決算等議案の審査を行う。 

 (7) 分科会審査終了後、４日間議案研究日を設ける。 

 (8) (7)の議案研究日の１日目の午後１時に、総括質疑の発言通告を設ける。 

 (9) 決算審査特別委員会（全体会第２日）を開催し、分科会報告、総括質疑、採決を行う。 

２ 分科会関係 

 (1) 所管、構成等 

   常任委員会に準じる。会長及び副会長は、それぞれ常任委員会の正副委員長をもって

充てる。 

   一般会計歳入歳出決算認定に関する議案は、所管局ごとに分科会で分担し、特別会計

歳入歳出決算認定及び企業会計歳入歳出決算認定に関する議案は、所管する分科会の分

担とする。 

別紙、「分科会の議案の分担（案）」及び「決算議案の所管」参照 

 (2) 開催日数 

   次のとおり、１日１分科会開催又は２分科会同時開催とし、１分科会あたり２日、計

６日間開催する。 

   １日目、４日目：総務分科会 

   ２日目、５日目：市民分科会、まちづくり分科会 

   ３日目、６日目：健康福祉分科会、環境分科会 

 (3) 局別審査の順番 

ア 総務分科会 １日目 10 時～12 時（総務局）、13 時～15 時（教育委員会） 

        ４日目 10 時～12 時（総合企画局）、13 時～15 時（財政局その他の局） 

  イ 市民分科会 ２日目 10 時～12 時（市民・こども局）、13 時～15 時（経済労働局） 

          ５日目 10 時～12 時（こども本部）、13 時～15 時（港湾局） 

  ウ 健康福祉分科会 ３日目 10 時～12 時、13 時～15 時（健康福祉局） 

            ６日目 10 時～12 時（消防局）、13 時～15 時（病院局） 

  エ まちづくり分科会 ２日目 10 時～12 時、13 時～15 時（まちづくり局） 

             ５日目 10 時～12 時、13 時～15 時（建設緑政局） 

  オ 環境分科会 ３日目 10 時～12 時、13 時～15 時（環境局） 

          ６日目 10 時～12 時（上下水道局）13 時～15 時（交通局） 
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 (4) 開催場所 

  ア 総務分科会    ６０１・６０２会議室 

  イ 市民分科会    ６０１・６０２会議室 

  ウ 健康福祉分科会  ６０１・６０２会議室 

  エ まちづくり分科会 ５０２会議室 

  オ 環境委員会    ５０２会議室 

別紙、「分科会を開催する委員会室・分科会の局別審査の順番」参照 

 (5) 出席理事者 

   常任委員会に準じ、通常、局長以下の職員が出席する。 

   発言通告のない局は出席しない。 

 (6) 発言時間（努力目標時間） 

  ア 答弁を含めおおむね１人１日２０分程度、２日間合計４０分程度とする。 

  イ 時間計測は、議会局職員が行う。 

 (7) 区役所予算の審査 

   市民分科会の市民・こども局の審査の際に、区役所職員が出席する。 

   発言通告があった場合のみ、区長以下の職員が出席する。 

 (8) 質疑方法 

   一問一答による質疑方法とする。 

 (9) 発言順序 

   おおむねその会期の発言の会派順位によるが、審査の効率性を考慮して、理事者の交

代が少なくなるよう、発言順序を変更することができる。 

 (10)発言通告 

   質疑の項目、所管局を通告する。 

 (11)分科会での採決 

   分科会では質疑のみ行い、採決は行わない。 

３ 総括質疑関係 

 (1) 開催日数 

   １日開催する。 

 (2) 出席理事者 

   市長、副市長、病院事業管理者、上下水道事業管理者、各局長、会計管理者、各区長、

こども本部長、監査委員とする。 

   ただし、区長は、発言通告があった場合のみ出席する。 

 (3) 発言者 

   各会派１人ずつ、無所属議員 

 (4) 発言時間（努力目標時間） 

   発言時間は、総時間を答弁を含め３３０分とし、次のとおり各会派及び無所属議員に

割り振る。 

  ア 会派 

    総括質疑の総時間３３０分から無所属議員の発言時間を除いた残時間を、各会派の
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所属議員数により比例配分する（答弁を含む。）。 

  イ 無所属議員 

    答弁を含めおおむね１人１０分程度とする。 

 (5) 質疑方法 

   質疑及び答弁は、それぞれ一括して行う。 

 (6) 発言順序 

   その会期の発言の会派順位による。 

   無所属議員は全会派の質疑終了後に発言することとし、無所属議員が複数いる場合は、

相互の話し合いにより順序を決める。 

(7) 発言場所

   質疑・答弁とも自席で行う。 

 (8) 発言通告 

   質疑の項目を通告する。 

 (9) 意見・要望の取扱い 

   質疑の際に、意見・要望をあわせて行う。 

４ 分科会報告関係 

  分科会報告は、口頭により主な質疑項目を報告する。 

５ 討論関係 

  総括質疑の際に、意見・要望をあわせて行うため、決算審査特別委員会では討論は行わ

ない（必要があれば、会派の判断により、本会議で討論を行う。）。 

６ 採決関係 

  まず、全会一致の議案を一括して採決し、次に、それ以外の議案を、順次採決する（結

論が同一の議案は一括して採決する。）。 

  一般会計決算議案は、議案一体の原則により、議案を分けずに採決する。 

７ 全体会第１日（決算内容の説明）関係 

  出席理事者は、市長、副市長、病院事業管理者、上下水道事業管理者、各局長、会計管

理者、各区長、こども本部長、監査委員とする。 

８ 議員選出の監査委員の取扱い 

 (1) 決算審査特別委員会は、議員選出の監査委員２人を除く議員をもって構成する。 

 (2) 議員選出の監査委員が常任委員会の委員長又は副委員長に就任しているときの、分科

会の会長又は副会長の選任に関する取扱い等は、別紙、「議員選出の監査委員の取扱い

（案）」参照 

９ その他、従来の取扱いを変更しない点 

 (1) 本会議では、市長から決算議案の概要の説明を受け、決算議案を代表質問の対象とす

ること。また、決算審査特別委員会への付託は議長から諮り、付託表は配布しないこと。 
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 (2) 決算審査特別委員会の初日は、議長が口頭で招集すること。また、２日目以降の委員

長名による開催通知文書は、省略すること。 

 (3) 正副委員長の互選は、議長の指名推選の方法によること。 

 (4) 決算審査特別委員会の質疑（分科会を含む。）において、常任委員会又は議会運営委員

会で審査中の請願・陳情に触れる場合は、委員会の審査権を尊重するものとすること。 

 (5) 全体会の開催場所は、議場とし、会議の開会、休憩、再開、閉会は、本会議と同様、

電鈴で報ずること。 

 (6) 本会議における委員長報告は省略すること。 
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【平成２６年度】

日 曜日 本会議 委員会等 摘　　　　　　　　　　　　　　　要

9/1 月
本 会 議
 (第１日）

提案説明等

2 火

3 水
（審査中の請願・陳情にかかわる質問の通告締切日　午後３時）

（第１回請願・陳情締切日　午後５時）

4 木 （議会運営委員会) （代表質問発言通告締切日　午後１時）

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水
本 会 議
 (第２日）

代表質問①

11 木
本 会 議
 (第３日）

正 副 委 員 長
会 議

代表質問②等、
決算審査特別委員会設置、決算等議案付託

12 金
決 算 審 査
特 別 委 員 会

正副委員長互選、決算等議案説明、分科会設置

13 土

14 日

15 月 敬老の日

16 火 (議案研究) 　　　 (決算審査特別委員会　分科会発言通告締切日 午後１時）

17 水 (議案研究)

18 木
決 算 審 査
特 別 委 員 会

分科会局別審査（総務分科会）

19 金
決 算 審 査
特 別 委 員 会

分科会局別審査（市民分科会、まちづくり分科会）

20 土

21 日

22 月
決 算 審 査
特 別 委 員 会

分科会局別審査（健康福祉分科会、環境分科会）

23 火 秋分の日

24 水
決 算 審 査
特 別 委 員 会

分科会局別審査（総務分科会）

25 木
決 算 審 査
特 別 委 員 会

分科会局別審査（市民分科会、まちづくり分科会）

26 金
決 算 審 査
特 別 委 員 会

分科会局別審査（健康福祉分科会、環境分科会）

27 土

28 日

29 月 (議案研究) 　　 (決算審査特別委員会　総括質疑発言通告締切日 午後１時）

30 火 (議案研究)

10/1 水 (議案研究)

2 木 (議案研究)

3 金
決 算 審 査
特 別 委 員 会

分科会報告、総括質疑、採決

4 土

5 日

6 月 委 員 会

7 火 委 員 会

8 水
(討論発言通告締切日　午後３時）

(第２回請願・陳情締切日　午後５時）

9 木
議 会 運 営
委 員 会

10 金
本 会 議
 (第４日）

正 副 委 員 長
会 議

委員長報告、討論、採決等

見　直　し　案

決　算　議　会　会　期　日　程　（案）

配付資料により、分科会の設置等を決定

し、審査日程を委員長から宣告

（１８～２０ページ参照）

分科会発言通告書の記載例

（２１～２３ページ参照）

全議員に全分科会の分科会審査発言要

旨（届出順）及び分科会発言者一覧を配付

（２４、２５ページ参照）

各分科会の当日、全議員に分科会審査

発言要旨（発言順）を配付

（２６、２７ページ参照）

※会議室のレイアウト

（２８、２９ページ参照）

議席に分科会審査報告書、総括質疑の要旨を配付

（３１、３２ページ参照）

※総括質疑会派別発言時間（３３ページ参照）

総括質疑発言通告書の記載例

（３０ページ参照）

議長次第により、決算審査特別委員会を

設置し、決算等議案を付託（従来どおり）
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決算審査特別委員会分科会設置案

平成２６年９月１２日

分 科 会 名 委 員 数 分   担   事   項

総 務 分 科 会 １２人

議案第○○○号 平成２５年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について（総

務局、総合企画局、財政局及び教育委員会の所管分、並びに

他の分科会の所管に属しない部分） 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市公債管理特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

市 民 分 科 会 １２人

議案第○○○号 平成２５年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について（市

民・こども局、経済労働局及び港湾局の所管分） 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

健康福祉分科会 １２人

議案第○○○号 平成２５年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について（健

康福祉局及び消防局の所管分） 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市病院事業会計決算認定について 

まちづくり分科会 １１人

議案第○○○号 平成２５年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について（ま

ちづくり局及び建設緑政局の所管分） 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

環 境 分 科 会 １１人

議案第○○○号 平成２５年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について（環

境局、上下水道局及び交通局の所管分） 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市下水道事業会計決算認定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市水道事業会計決算認定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市工業用水道事業会計決算認定について 

議案第○○○号 平成２５年度川崎市自動車運送事業会計決算認定について 

（注：委員数は、監査委員２人を除く）
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決算審査特別委員会分科会委員名簿一覧表

平成２６年９月１２日 

委    員    名  （正副会長を除き議席順）

総 務 分 科 会 

［１２人］ 

◎織 田 勝 久 ○原  典 之 田村伸一郎 松川正二郎 

松 原 成 文 吉 沢 章 子 岩 隈 千 尋 沼 沢 和 明 

市 古 映 美 飯 塚 正 良 後 藤 晶 一 矢 澤 博 孝 

市 民 分 科 会 

［１２人］ 

◎山 崎 直 史 ○石 川 建 二 小 川 顕 正 押 本 吉 司 

三 宅 隆 介 月 本 琢 也 かわの忠 正 廣 田 健 一 

石 田 和 子 雨 笠 裕 治 花 輪 孝 一 鏑 木 茂 哉 

健 康 福 祉 分 科 会 

［１２人］ 

◎河 野 ゆかり ○木庭理香子 小田理恵子 大 庭 裕 子 

添 田  勝 尾 作  均 斉 藤 隆 司 岡 村 テル子 

浅 野 文 直 東  正 則 岩 崎 善 幸 嶋 崎 嘉 夫 

まちづくり分科会

［１１人］ 

◎川 島 雅 裕 ○青 木 功 雄 粕 谷 葉 子 猪 股 美 恵 

橋 本  勝 佐 野 仁 昭 露 木 明 美 山 田 益 男 

山 田 晴 彦 竹 間 幸 一 坂 本  茂  

環 境 分 科 会 

［１１人］ 

◎林  浩 美 ○井 口 真 美 竹 田 宣 廣 為 谷 義 隆 

勝 又 光 江 吉 田 史 子 浜 田 昌 利 吉 岡 俊 祐 

石 田 康 博 大 島  明 潮 田 智 信  

◎…会 長    ○…副会長 

（注：委員数及び委員名は、監査委員２人を除く。） 
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決算審査特別委員会審査日程

開催日 全体会・分科会 内    容

９月１２日（金） 全体会 正副委員長互選、決算等議案説明、分科会設置

９月１６日（火） （議案研究） （分科会発言通告締切日 午後１時）

９月１７日（水） （議案研究）

９月１８日（木） 総務分科会
局別審査
（総務局、教育委員会）

９月１９日（金） 

市民分科会
局別審査
（市民・こども局、経済労働局）

まちづくり分科会
局別審査
（まちづくり局）

９月２２日（月） 

健康福祉分科会
局別審査
（健康福祉局）

環境分科会
局別審査
（環境局）

９月２４日（水） 総務分科会
局別審査
（総合企画局、財政局、その他の局）

９月２５日（木） 

市民分科会
局別審査
（こども本部、港湾局）

まちづくり分科会
局別審査
（建設緑政局）

９月２６日（金） 

健康福祉分科会
局別審査
（消防局、病院局）

環境分科会
局別審査
（上下水道局、交通局）

９月２９日（月） （議案研究） （総括質疑発言通告締切日 午後１時）

９月３０日（火） （議案研究）

１０月１日（水） （議案研究）

１０月２日（木） （議案研究）

１０月３日（金） 全体会 分科会報告、総括質疑、採決

【開会時間】

全体会、各分科会とも午前１０時

【開催場所】

・全体会 議場

・総務分科会、市民分科会、健康福祉分科会 ６０１・６０２会議室

・まちづくり分科会、環境分科会 ５０２会議室
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分科会発言順について

（総務分科会）

会 派 名 ○ ○ 党

日  程 所 管 局 発 言 者 氏 名

９/２１(金) 

10 時～ 
総 務 局 

１  Ａ  委  員

２  Ｆ  委  員

３

４

９/２１(金) 

13 時～
教育委員会

１  Ａ  委  員

２  Ｆ  委  員

３  Ｋ  委  員

４  Ｉ  委  員

９/２６(水) 

10 時～
総合企画局 

１  Ｆ  委  員

２  Ｉ  委  員

３

４

９/２６(水) 

13 時～
財政局 

１  Ａ  委  員

２  Ｋ  委  員

３

４

９/２６(水) 

13 時～

（その他の局） 

監査事務局

１  Ａ  委  員

２

人事委員会
１  Ｆ  委  員

２  Ｉ  委  員
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決算審査特別委員会分科会発言通告書

平成２６年 ９月１６日

  総務分科会会長 様

氏 名  Ａ  委  員   

発 言 の 要 旨 局  名

１

２款３項２目救助費、東日本大震災被災者等支援基金積立金の積立 総務局

及び活用状況について

２

２款３項１目危機管理対策費、地震防災戦略、備蓄計画の改定及び 総務局

上下水道局
災害時の飲料水の備蓄状況について

３

１３款８項１目教育施設整備費、義務教育施設整備事業におけるバ 教育委員会

リアフリー化推進事業費について

４

２款２項７目資産マネジメント事業危機管理対策費、資産マネジメ 財政局

ントプランに基づく資産保有の最適化に関する取組の推進について

５

公共用地先行取得等事業特別会計２款１項２目利子、既往債等利子 総合企画局

の状況について

6 

7 

8 
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決算審査特別委員会分科会発言通告書

平成２６年 ９月１６日

  環境分科会会長 様

氏 名  Ｉ  委  員   

発 言 の 要 旨 局  名

１

６款１項１目環境総務費、国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業 環境局

におけるかわさきコンパクトの推進状況について

２

下水道事業会計における水処理センターの施設補修に関する取組状 上下水道局

況について

３

下水道事業会計における資本剰余金の処分のあり方について 上下水道局

４

自動車運送事業会計における車内運行情報管理システムの更新によ 交通局

るお客様満足度の向上について

５

6 

7 

8 
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順序 発　　言　　者 要　　　　　　　　　　　旨 所　管　局

1 Ａ 委 員 ① ２款３項２目救助費、東日本大震災被災者等支援 総務局

（ 自 民 党 ） 基金積立金の積立及び活用状況について

② ２款３項１目危機管理対策費、地震防災戦略、備 総務局

蓄計画の改定及び災害時の飲料水の備蓄について 上下水道局

③ １３款８項１目教育施設整備費、義務教育施設整 教育委員会

備事業におけるバリアフリー化推進事業費につい

て

④ ２款２項７目資産マネジメント事業危機管理対策 財政局

費、資産マネジメントプランに基づく資産保有の

最適化に関する取組の推進について

⑤ 公共用地先行取得等事業特別会計２款１項２目利 総合企画局

子、既往債等利子の状況について

2 Ｆ 委 員 ① ２款１項１目人事管理費、第４次改革プランにお 総務局

（ 自 民 党 ） ける推進状況について

② ２款３項１目危機管理対策費、津波避難計画に基 総務局

づく対策の取組について

3 Ｈ 委 員 ① ２款３項１目危機管理対策費、総合防災情報シス 総務局

（ 無 所 属 ） テムの機能追加による能力強化について

② ２款４項１目臨海部活性化推進事業における浮島 総合企画局

地区土地利用推進の課題について

4 Ｃ 委 員 ① ２款１項３目研修費、職員研修の指導及び職 総務局

（ 民 主 党 ） 員の意識改革について

② ２款２項３目一般管理費、本庁舎と第２庁舎の耐 総務局

震対策について

③ ２款４項１目、京浜臨海部における交通インフラ 総合企画局

の検討及び歩行者アクセスの改善に関する取組結

果について

④ １３款６項６目青少年科学館リニューアル記念事 教育委員会

業の総括について

5 Ｇ 委 員 ① ２款２項５目情報管理費、公衆無線ＬＡＮの試行 総務局

（ 民 主 党 ） 運用の状況について

② １３款６項６目日本民家園総合防災整備の進捗状 教育委員会

況について

③ ２款４項１目スマートシティ戦略事業での戦略構 総合企画局

想の策定に向けた取組結果について

6 Ｄ 委 員 ① ２款３項１目危機管理対策費、総合防災訓練及び 総務局

（ 共 産 党 ） 防災フェスタの実施結果について

② ２款１項１目人事管理費、人事評価制度の評価方 総務局

法見直し後における状況について

総務分科会審査発言要旨（届出順）
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月日 局名 自  民  党 公　明  党 民  主  党 共　産　党
みんなの党
・無所属

無　所　属 

9/18 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

(木) 総務局 ○○○○ ○○○○ ○○○○

午前 (8人)

午後 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

教育委員会 ○○○○ ○○○○

(10人) ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○

9/24 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

(水) 総合企画局 ○○○○ ○○○○

午前 (7人)

午後 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

財政局 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

(9人)

監査事務局 ○○○○ ○○○○

(2人)

人事委員会 ○○○○ ○○○○ ○○○○

(3人)

39人 12人 7人 7人 5人 4人 4人

決算審査特別委員会　総務分科会発言者一覧

発言通告締切日　平成２６年９月１６日（火）　午後１時
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順序 発　　言　　者 要　　　　　　　　　　　旨 所　管　部　署

1 Ａ 委 員 ① ２款３項２目救助費、東日本大震災被災者等支援 危機管理室

（ 自 民 党 ） 基金積立金の積立及び活用状況について

② ２款３項１目危機管理対策費、地震防災戦略、備 危機管理室

蓄計画の改定及び災害時の飲料水の備蓄について （上下水道局サービス推進課）

2 Ｂ 委 員 ① ２款１項１目人事管理費、職員給与改定に関する 人事部労務課

（ 公 明 党 ） 取組について

② ２款３項２目国際交流費、国際親善事業費につい 国際施策調整室

て

3 Ｃ 委 員 ① ２款１項３目研修費、職員研修の指導及び職員の 人材育成センター

（ 民 主 党 ） 意識改革について

② ２款２項３目一般管理費、本庁舎と第２庁舎の耐 総務部庁舎管理課

震対策について

4 Ｄ 委 員 ① ２款３項１目危機管理対策費、総合防災訓練及び 危機管理室

（ 共 産 党 ） 防災フェスタの実施結果について

② ２款１項１目人事管理費、人事評価制度の評価方 人事部人事課

法見直し後における状況について

5 Ｅ 委 員 ① ２款２項５目情報管理費、庁内情報環境のセキュ 情報管理部行政情報課

（みんなの党・無所属） リティ強化について

② ２款３項２目救助費、被災者等支援事業費につい 危機管理室

て

6 Ｆ 委 員 ① ２款１項１目人事管理費、第４次改革プランにお 行財政改革室

（ 自 民 党 ） ける推進状況について

② ２款３項１目危機管理対策費、津波避難計画に基 危機管理室

づく対策の取組について

7 Ｇ 委 員 ① ２款２項５目情報管理費、公衆無線ＬＡＮの試行 情報管理部ＩＣＴ推進課

（ 民 主 党 ） 運用の状況について

8 Ｈ 委 員 ① ２款３項１目危機管理対策費、総合防災情報シス 危機管理室

（ 無 所 属 ） テムの機能追加による能力強化について

総務分科会審査発言要旨（発言順）

（総務局関係）
平成２６年９月１８日（木）
午前１０時～１２時　　　　

※理事者一部交代なしの

場合
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順序 発　　言　　者 要　　　　　　　　　　　旨 所　管　部　署

1 Ａ 委 員 ① ２款３項２目救助費、東日本大震災被災者等支援 危機管理室

（ 自 民 党 ） 基金積立金の積立及び活用状況について

② ２款３項１目危機管理対策費、地震防災戦略、備 危機管理室

蓄計画の改定及び災害時の飲料水の備蓄について （上下水道局サービス推進課）

2 Ｄ 委 員 ① ２款３項１目危機管理対策費、総合防災訓練及び 危機管理室

（ 共 産 党 ） 防災フェスタの実施結果について

3 Ｅ 委 員 ① ２款３項２目救助費、被災者等支援事業費につい 危機管理室

（みんなの党・無所属） て

4 Ｆ 委 員 ① ２款３項１目危機管理対策費、津波避難計画に基 危機管理室

（ 自 民 党 ） づく対策の取組について

5 Ｈ 委 員 ① ２款３項１目危機管理対策費、総合防災情報シス 危機管理室

（ 無 所 属 ） テムの機能追加による能力強化について

【理事者一部交代】

6 Ｆ 委 員 ② ２款１項１目人事管理費、第４次改革プランにお 行財政改革室

（ 自 民 党 ） ける推進状況について

7 Ｂ 委 員 ① ２款１項１目人事管理費、職員給与改定に関する 人事部労務課

（ 公 明 党 ） 取組について

② ２款３項２目国際交流費、国際親善事業費につい 国際施策調整室

て

8 Ｃ 委 員 ① ２款１項３目研修費、職員研修の指導及び職員の 人材育成センター

（ 民 主 党 ） 意識改革について

② ２款２項３目一般管理費、本庁舎と第２庁舎の耐 総務部庁舎管理課

震対策について

9 Ｄ 委 員 ② ２款１項１目人事管理費、人事評価制度の評価方 人事部人事課

（ 共 産 党 ） 法見直し後における状況について

10 Ｅ 委 員 ② ２款２項５目情報管理費、庁内情報環境のセキュ 情報管理部行政情報課

（みんなの党・無所属） リティ強化について

11 Ｇ 委 員 ① ２款２項５目情報管理費、公衆無線ＬＡＮの試行 情報管理部ＩＣＴ推進課

（ 民 主 党 ） 運用の状況について

平成２６年９月１８日（木）
午前１０時～１２時　　　　

（総務局関係）

総務分科会審査発言要旨（発言順）※理事者一部交代ありの

場合
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書
記

書
記

書
記

（

時
間
）

追加
座席

※ワイ
ヤレス
マイク
使用

６０１・６０２会議室　座席配置図
（総務分科会・市民分科会・健康福祉分科会）

会　長 副会長

委　員 委　員

委　員 委　員

委　員 委　員

委　員 委　員

委　員 委　員

（　傍聴者席　）
約１０人

（　傍聴者席　）
約１０人

出
入
口

出
入
口

（ 理 事 者 席 ）

（ 理 事 者 席 ）

（ 理 事 者 席 ）

（ 理 事 者 席 ）

（ 理 事 者 席 ）
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書
記

書
記

書
記

（

時
間
）

出入口

委　員 委　員

委　員 委　員

委　員 委　員

委　員 委　員

委　員 委　員

５０２会議室　座席配置図
（まちづくり分科会・環境分科会）

会　長 副会長

追加
座席
※ワイ
ヤレス
マイク
使用

（　傍聴者席　）
約１０人

（ 理 事 者 席 ）

（ 理 事 者 席 ）

（ 理 事 者 席 ）
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決算審査特別委員会総括質疑発言通告書

平成２６年○○月○○日

決算審査特別委員長 様

会 派 名  ○  ○  党  

総括質疑者

氏   名  ○ ○ ○ ○  

発 言 の 要 旨

減債基金、財政フレームについて

施策の進行管理、評価について

一般会計繰出金について

減債基金の活用について

新年度予算編成の考え方について

新総合計画の策定について

行財政改革の取組について

出資法人改革の取組について

保育事業費について

生活保護扶助費について

債権回収、不納欠損について

市立病院の経営状況について

水道事業会計の経営健全化の取組について

30



平成２６年１０月３日 

  決算審査特別委員長

     ○ ○ ○ ○ 様

                            総務分科会会長 

○ ○ ○ ○

総務分科会審査報告書

  本分科会では、下記の議案を審査したので、報告します。

記

議案第○○○号 平成２５年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について（総務局、

総合企画局、財政局及び教育委員会の所管分、並びに他の分科会の

所管に属しない部分）

議案第○○○号 平成２５年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議案第○○○号 平成２５年度川崎市公債管理特別会計歳入歳出決算認定について
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平成２６年決算審査特別委員会  

総括質疑の要旨（１０月３日）

◎ ○ ○ 党   ○○○○委員〔およそ○時間○○分程度〕

○ 減債基金、財政フレームについて 

○ 施策の進行管理、評価について 

○ 一般会計繰出金について 

○ 減債基金の活用について 

○ 新年度予算編成の考え方について 

○ 新総合計画の策定について 

○ 行財政改革の取組について 

○ 出資法人改革の取組について 

○ 保育事業費について 

○ 生活保護扶助費について 

○ 債権回収、不納欠損について 

○ 市立病院の経営状況について 

○ 水道事業会計の経営健全化の取組について 
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決算審査特別委員会

総括質疑会派別発言時間

２６．５．２７ 

会 派 名 議員数 努 力 目 標 時 間

自  民  党 １６人  ７８分 

公  明  党 １３人  ６４分 

民  主  党 １１人  ５４分 

共  産  党 １０人  ４９分 

み ん な の 党 

・ 無 所 属 
 ３人  １５分 

無  所  属  ７人 各１０分 

計 ６０人 ３３０分 

＊ 総括質疑の総時間は 330 分とし、努力目標時間を次のとおり各会派及び無

所属議員に割り振る。 

 ○ 会派 

   総括質疑の総時間 330 分から無所属議員の発言時間を除いた残時間を、

各会派の所属議員数により比例配分する（答弁を含む。）。 

 ○ 無所属議員 

   １人 10 分（答弁を含む。）とする。 
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議会運営検討協議会

報  告  書 

第１１回 

【報告事項】 

◆ 委員会傍聴の原則自由化 

平成２６年４月４日 

川崎市議会議会運営検討協議会   

34



- 1 -

議会運営検討協議会第 11回結果等報告書 

１ 検討結果 

  当協議会では、本件について調査・検討を行ったところ、委員会の許可制

としている現行の委員会傍聴のあり方について、現状で不都合は生じていな

いこと、傍聴自由化にはセキュリティ上の課題があること、また、適正な委

員会運営の観点から、現行のとおりとし、委員会傍聴の見直しは行わないこ

とを確認して、協議会としての結論に至った。 

２ 議論の概要 

 (1) 現状 

  ・ 常任委員会では、傍聴の申し出がある場合には、通常、当日の委員会

冒頭に傍聴の許可を諮り、傍聴を認めている。 

・ 委員会条例の規定では傍聴を許可制としているが、昭和４０年の一般

傍聴の開始以来、原則として傍聴を許可する取扱いとしており、不許可

となった事例は昭和５１年の１件である。 

・ 傍聴しようとする者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなけれ

ばならない。 

・ 傍聴席における写真、映画等の撮影、録音等は禁止されている。 

(2) 委員会傍聴の自由化について 

  ・ 本件は、開かれた議会の一層の推進のため、たとえば、札幌市議会の

事例にあるように、傍聴手続を不要として、委員会室への入退室を自由

とすることなど、傍聴のあり方について検討を行うものである。過去に

おいても傍聴を不許可とした事例は１度しかなく、委員会傍聴は許可制

であるが、希望があれば傍聴を行うことができ、実質的に自由化されて

いる。 

  ・ また、現状の委員会室では、委員会室の傍聴者席と議員席、理事者席

が近接しており、セキュリティ上の課題があることや、傍聴者の発言に

より議事が妨げられる場合や、理事者への圧力的な発言が見受けられる

など、正常な委員会運営に支障をきたすこともあり、これらについても

あわせて検討する必要がある。 

・ 仮に、傍聴者が委員より事前に委員会室に入室できることとした場合、

議案や請願、陳情の内容によっては、委員の入室を妨害され、正常な委

員会運営が妨げられるなどの不測の事態も想定される。また、傍聴者に

は委員会資料を配付しているが、委員が見ていない資料を傍聴者が先に

目にする状況となることの整合性も考慮する必要がある。 

・ また、庁舎への出入りは比較的自由で、一人ひとりのチェックを十分

に行える程度の守衛の体制とはなっておらず、不特定多数の人が出入り

している状況にあるため、現状の庁舎セキュリティを考慮すると不測の

事態に備えて、事前の傍聴手続等の一定の歯止めは必要である。 
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・ 他の政令指定都市においても、委員会傍聴を認めている都市の中で、

事前の手続を不要としている都市は札幌市の１市のみである。 

・ このため、傍聴者には、一旦傍聴控室に入室して、傍聴手続を行って

いただき、委員が委員会室に先に入った上で、傍聴を許可することで、

傍聴者に委員会室に入室していただくことは、セキュリティ、委員会の

適正な運営上、必要な手続であると考える。 

  ・ 以上のことから、協議会では、現状のあり方で不都合は生じていない

こと、セキュリティ上の課題、適正な委員会運営の観点から、委員会傍

聴の見直しは行わないことを確認した。 
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資 料 編 

① 委員会傍聴の原則自由化に関する政令指定都市の状況－ ４ 

② 札幌市議会の常任委員会における傍聴の状況－－－－－ ７ 
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委員会傍聴の原則自由化に関する政令指定都市の状況 

平成 26 年 1 月現在 

１ 公開……７市 

事前手続 

なし １市 札幌市 

あり ６市 
新潟市、静岡市、大阪市、神戸市、

広島市、北九州市 

２ 委員長の許可……６市 

事前手続 あり 
許可に関する 

委員会での取扱い

なし ５市 

仙台市、千葉市、 

相模原市、名古屋市、

福岡市 

あり １市 岡山市 

岡山市：委員会冒頭又は申出の都度、委員長から傍聴の許可を委員に確認 

３ 委員会の許可……４市 

事前手続 あり 
許可に関する 

委員会での取扱い

なし ２市 さいたま市、堺市 

あり ２市 浜松市、川崎市 

さいたま市：委員会冒頭に委員長からその日の傍聴を許可したことを報告 

堺市：あらかじめ許可している。 

４ 傍聴を認めていない都市（モニター傍聴のみ）……３市 

３市 横浜市、京都市、熊本市 
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委員会条例における
傍聴の取扱い

事　前　手　続
（受付、住所、氏名等の記
入、傍聴証の発行等）

許可に関する
委員会での取扱い

傍聴者の入室時期
撮影、録音等
の取扱い

傍聴者数上限 その他

札 幌 市 公開 なし
開会前から入室可
能。委員会中も随時
出入り可能

写真撮影は
可、録音も特
に制限してい
ない。
動画は不可。

最大７０人程
度

仙 台 市 委員長の許可 あり なし
傍聴証の発行後は
開会前でも入室可能

禁止
１０又は２０人
（増員あり）

さ い た ま 市 委員会の許可 あり

なし（委員会冒頭に委員
長からその日の傍聴を
許可したことの報告の
み）

傍聴証の発行後は
開会前でも入室可能

禁止
５人（増員あ
り）（委員会傍
聴規程）

千 葉 市 委員長の許可 あり なし
傍聴証の発行後は
開会前でも入室可能

禁止
６人～１０人
（委員会傍聴
規程）

横 浜 市 委員会の許可

相 模 原 市 委員長の許可
あり（受付、傍聴券の貸
与のみ）

なし
傍聴券の発行後は
開会前でも入室可能

禁止
２１人又は３５
人

新 潟 市 公開 あり
傍聴証の発行後は
開会前でも入室可能

禁止
１２人（委員会
傍聴規則）

静 岡 市 公開 あり
傍聴証の発行後は
開会前でも入室可能

禁止
６人（増員あ
り）（委員会傍
聴規程）

浜 松 市 委員会の許可 あり
あり（委員会冒頭に委員
長からその日の傍聴の
許可を委員会に諮る）

傍聴の許可があった
後入室

禁止
１０人（委員会
傍聴規程）

名 古 屋 市 委員長の許可 あり なし
傍聴証の交付後は
開会前でも入室可能

禁止
１０人（委員会
傍聴人規則）

政令指定都市における常任委員会での一般傍聴の取扱いに関する状況

直接傍聴は認めていない（モニター傍聴のみ）
傍聴を許可した事例なし（モニターによる視聴、H25.9からインターネット中継あり）

3
9



委員会条例における
傍聴の取扱い

事　前　手　続
（受付、住所、氏名等の記
入、傍聴証の発行等）

許可に関する
委員会での取扱い

傍聴者の入室時期
撮影、録音等
の取扱い

傍聴者数上限 その他

京 都 市 委員会の許可

大 阪 市 公開 あり
開会直前に傍聴担
当職員の誘導で入
室

禁止
１０人（大阪市
会委員会傍聴
規則）

別室でのモ
ニター傍聴
あり

堺 市
委員会の許可
（あらかじめ許可）

あり なし
傍聴証の発行後は
開会前でも入室可能

不可 １０人
別室でのモ
ニター放送
あり

神 戸 市 公開 あり
傍聴章の交付後は
開会前でも入室可能

禁止
１５人又は４０
人

別室での音
声傍聴あり

岡 山 市 委員長の許可 あり

あり（委員会冒頭及び申
し出の都度、委員長から
傍聴の許可を委員に確
認）

傍聴の許可があった
後入室

禁止 １０人

広 島 市 公開 あり
開会１５分前から入
室可能

委員長の許可
なし（委員長が
制限する場合
がある）

多い場合、
別室での音
声傍聴あり

北 九 州 市 公開 あり
傍聴証の発行後は
開会前でも入室可能

禁止 １０～２０人

福 岡 市 委員長の許可 あり
なし（委員会開会前に委
員長からその日の傍聴
の許可を委員に確認）

傍聴の確認があった
後入室

禁止 １２～１５人
別室での音
声傍聴あり

熊 本 市 委員長の許可

川 崎 市 委員会の許可 あり

あり（委員会冒頭又は申
し出があったときに委員
長からその日の傍聴の
許可を委員会に諮る）

傍聴の許可があった
後入室

禁止 なし
別室での音
声傍聴あり

直接傍聴は認めていない（モニター傍聴のみ）

直接傍聴は委員会室にスペースがないため、認めていない（モニター傍聴のみ）
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札幌市議会の常任委員会における傍聴の状況 

平成２６年２月２５日提出

【傍聴の取扱い】 

公開（事前手続き・傍聴証等の発行なし） 昭和２８年～

（参考）

○札幌市議会委員会条例（抜粋）

（議事公開の原則、秘密会）

第１４条 委員会の議事は、公開する。ただし、委員長又は委員２人以上の発

議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、秘密会を開く

ことができる。

２ 前項の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなけれ

ばならない。

【傍聴者の入室方法】 

委員会室を開会４５分前に開場、それ以降は入退室自由

※ 開会前の委員会室への警備員、職員等の配置は行っていない。

【傍聴者の入室に伴う混乱事例】 

特に事例はなし。

※ 委員会中に、発言などにより議事を妨害した傍聴者に、委員長から退場

を命じた事例はある。

【傍聴者への資料配布】 

実施している。

【委員会構成、開催状況等】委員会室は調整により決定

委員会名 委員数 委員会室 平成２４年度開催回数

総務委員会 １１人 第一特別委員会会議室

第二特別委員会会議室

第一常任委員会会議室

第二常任委員会会議室

第三常任委員会会議室

第四常任委員会会議室

１５回

財政市民委員会 １１人 １６回

文教委員会 １２人 ９回

厚生委員会 １１人 １４回

建設委員会 １１人 １２回

経済委員会 １１人  ９回
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報  告  書 

第１２回 

【報告事項】 

◆ 質問経過時間等の表示 

平成２６年５月１日 

川崎市議会議会運営検討協議会   
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議会運営検討協議会第 1２回結果等報告書 

１ 検討結果 

  当協議会では、本件について調査・検討を行ったところ、次のとおり、協

議会としての結論に至った。 

 (1) 質問時間について、現行の申し合わせ等を変更しないことを前提に、議

場において、経過時間を表示すること。 

 (2) 経過時間表示とは別に、議事進行のための時間の計測は、従前のとおり

議会局が行い、議長又は委員長が審議の進行管理を行うこと。 

(3) 表示された経過時間は目安であり、議会局が計測する時間と若干の誤差

が生じること、また、時間表示が機器の故障等で行えない場合でも、議長

又は委員長が管理する時間を基に議事を進行すること。 

なお、具体的な表示機器の設置に当たっては、多額の費用を掛けない方法

を検討するべきである。 

２ 議論の概要 

 (1) 経過時間の表示に係る検討 

  ・ 現状では、質問時間に関する制限はなく、申し合わせによりおおむね

質問時間が設けられている。また、議事進行のための時間の計測は議会

局が行い、この時間に基づき、議長又は委員長が議事の進行管理を行い、

申し合わせの時間が超過した場合は、議長又は委員長から、質問者に対

して発言の取りまとめをするよう注意喚起をすることがある。 

・ 質問者は、議場において質問時間が表示されていないため、ストップ

ウオッチを隣の議員に預けるなどして時間経過を確認しながら質問を行

っているが、全議員が共通して時間経過を確認できないため、申し合わ

せ時間の経過の判断が議員間で異なる状況にある。このような状況を解

消するためには、議員が共通して見ることのできる時間表示をすること

が必要である。また、質問者にとっても時間表示があることで、残り時

間が少なくなったことを容易に把握でき、すみやかに質問の取りまとめ

を行うことができるなど、円滑に質問を行うことができる。 

  ・ 一方で、質問時間に係る申し合わせは、制限時間ではなく、あくまで、

「おおむねの時間」であるため、本来は個々の議員により時間の管理が

行われるべきであり、時間表示をすることで、質問時間の制限につなが

ることは、現在の質問時間に係る申し合わせを変更するとこにつながる。 

 しかしながら、議員間で把握している経過時間が異なっている状況が

あり、議員の共通認識のために時間表示を行う必要性も理解できる。こ

のため、時間の表示をする場合は、現行の申し合わせを変更することな

く、おおむねの時間を表示するという認識で、残時間ではなく経過時間

を表示するべきである。 

43



- 2 -

議会運営検討協議会第 1２回結果等報告書 

  ・ また、議事進行のための時間の管理は従前どおり、議会局が計測した

時間により、議長又は委員長が進行管理を行うこととし、例えば表示機

器が故障した場合でも、議事の進行を妨げるものであってはならない。 

  ・ さらに、表示された時間は、議長又は委員長が管理している時間と誤

差が生じることを認識した上で経過時間の表示を実施するべきである。 

(2) 具体的な表示機器の設置に向けた検討 

 ア 既存の議場内ディスプレイを活用した表示 

・ 既存の議場内ディスプレイに、カメラ映像と同画面に残時間を表示

する機能があるため、経過時間表示への機能変更をした上で、経過時

間を表示する方法が考えられる。 

・ ディスプレイは資料表示にも使用しているが、資料を表示するディ

スプレイは全画面が資料表示となり、経過時間と資料を同時に同一画

面に表示することができない。理事者側の壁面にはディスプレイが２

台設置されており、1 台はカメラ映像や経過時間等の表示を行い、他

の 1 台で資料表示を行うことができるため問題はないが、議員側の

壁面にはディスプレイが１台しか設置されていないため、現行のディ

スプレイの設置数では、資料と経過時間を同時に表示することができ

ない。したがって、資料と経過時間を同時に表示するためには、議員

側の壁面にディスプレイを１台増設する必要がある。 

・ また、議場内音声システムと連動するため、操作画面の変更など、

システム全体にわたり様々な改修が必要となる。 

・ このため、既存のディスプレイを活用した方法は、残時間表示機能

から経過時間表示機能への変更、操作画面の変更などのシステム改修、

また、ディスプレイの増設など、多額の費用が必要となることが見込

まれる。 

イ スポーツ競技用のタイマー等の専用表示機器を壁面に設置 

・ 理事者側、議員側の壁面に、市販のスポーツ競技用のタイマー等を

設置する方法が考えられる。 

・ また、スポーツ競技用のタイマーのうち、時間、分、秒の表示機能

がある機器はメーカーの標準仕様では、電池式の使用であるものが一

般的であるため、電源式への改修費用も考慮する必要がある。 

・ このため、スポーツ競技用のタイマー等を壁面に設置する場合は、

設置に係る費用、配線等の工事費用に加えて、表示機器を電池式から

電源式へ改修する費用を考慮する必要がある。 

(３) 具体的な設置方法についての意見の概要 

・ 経過時間は議員の共通認識としての時間表示で、理事者側が確認す

る必要性はなく、また、議長又は委員長は議会局が計測した質問時間

により進行管理を行っているため、仮にア及びイの方式とした場合、

議員側壁面への機器の設置は不要であると思われる。 
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・ アの既存のディスプレイを活用する方法は、多額の費用が想定され、

また、議場内音声システムと連動することになるため、システムが不

安定になる恐れがあり、システムがダウンした場合など、議事の進行

に影響を与える恐れがある。 

・ イのスポーツ競技用のタイマー等を壁面に設置する方法についても、

多額の費用が必要となる恐れがあり、庁舎の建て替えが検討されてい

る中で、多額の設置費用を掛けてまで行うべきではないと考える。 

・ 議員側壁面への表示機器の設置を行わないことを考慮しても多額の

費用が発生することが想定されるため、例えば、スポーツ競技用のタ

イマー等を専用スタンドに取り付けて、議場内へ設置する方法とすれ

ば、機器の購入費用のみで済むため、比較的安価で経過時間表示が可

能となる。また、音声システムとは連動しない方式であるため、議事

の進行への影響も少ない方法である。 

このため、具体的な設置方法については、設置箇所も含めて、多額

の費用を掛けない方法をさらに検討するべきである。 
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議会運営検討協議会第 1２回結果等報告書 

資 料 編 

① 質問の経過時間等の表示に関する政令指定都市の状況－－５ 

② 「経過時間」表示の議場イメージ図－－－－－－－－－－８ 

③ スポーツタイマー等をスタンドで設置したイメージ図－－10 
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質問経過時間等の表示に関する政令指定都市の状況 

平成 26 年 1 月現在 

１ 議場内の壁面等に表示していている都市……１３市 

専用表示装置に質問残時

間を表示 
９市 

さいたま市、千葉市、新潟市、 

静岡市、浜松市、大阪市、神戸市、

岡山市、北九州市 

インターネット中継用デ

ィスプレイに質問時間等

を表示 

１市 相模原市 

おおよその質問時間を色

などにより区別するラン

プを設置 

３市 横浜市、堺市、広島市 

  ※大阪市：トレーニングタイマー（直立式）を必要時に設置 

※相模原市：代表質問については経過時間を表示、一般質問については質問者の経 

過時間及び会派の持ち時間（残時間）を表示 

２ 壁面等の表示はないが質問者用の機器を設置している都市……２市 

質問者用の質問残時間を

表示する機器のみを設置 
２市 仙台市、京都市 

３ 表示していない都市……５市 

特に設置なし ５市 
札幌市、名古屋市、福岡市、 

熊本市、川崎市 
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都市名 設置 表示場所 設置箇所／台数 表示単位

札 幌 市 ×

仙 台 市 ＊
質問者の手元に
ディスプレイを設置

演壇上：１（質問者用）
質疑席：１（質問者用）

秒

さ い た ま 市 ○ 専用表示装置
演壇上：１（質問者用）
両横側壁：２

分
１分を切ると秒

千 葉 市 ○ 専用表示装置 入り口上部：２
分

１分を切ると秒

インターネット中継用ディスプレイ

理事者側壁：２
議員側壁：２
質問席：１（質問者用）
演壇上：１（質問者用）

秒

△
ランプ　（５分前）緑⇒（３分前）黄
⇒（１分前）赤

演壇上：１ 分

＊ 演壇に専用表示機器の設置 演壇上：１（質問者用） 秒

専用表示装置
理事者側壁：２
議員側壁：２
演壇上：１（質問者用）

秒

静 岡 市 ○ 専用表示装置
理事者側：１
議員側壁：１
演壇上：１（質問者用）

秒

浜 松 市 ○
専用表示装置
（出席議員の表示と兼用）

入り口上部：１ 秒

名 古 屋 市 ×

京 都 市 ＊ 演壇に専用表示機器の設置 演壇横：１（質問者用）
分

１分を切ると秒

大 阪 市 ○
トレーニングタイマー(直立式）
※必要時に設置

議場横側：２ 秒

堺 市 △
ランプ　（発言開始）緑⇒（残り１５
分）黄⇒（残り５分）赤

演壇上：１ －

神 戸 市 ○ 専用表示装置
理事者側壁：２
議員側壁：１

分
１分を切ると秒

備考：代表質問は６０分からのカウントダウン表示のみ。一般質問は６０
分からのカウントダウン表示及び質問時間３０分からのカウントダウン表
示（答弁中は停止）の２つを同時に表示（一般質問は答弁を含めて６０分
以内とし、発言時間が３０分に制限されているため）

○新潟市

政令指定都市の議場内における質問時間の表示状況

横 浜 市

相模原市

備考：代表質問は経過時間を表示、一般質問は会派持ち時間制のため、
質問時間（経過時間）と会派の残り時間（残時間）を表示

○
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都市名 設置 表示場所 設置箇所／台数 表示単位

岡 山 市 ○
専用表示装置
（出席議員の表示と兼用）

入り口上部：１
分

１分を切ると秒

広 島 市 △
ランプ　（残り１０分）青⇒（残り５
分）黄⇒（終了）赤

演壇上：１ －

北 九 州 市 ○ 専用表示装置
議長席右端：１
議員側壁：１

分
１分を切ると秒

福 岡 市 ×

熊 本 市 ×

川 崎 市 ×

注・・・　相模原市以外の都市は残時間を表示
○・・・　議場内の壁面等に質問残時間を表示する機器を設置
△・・・　議場内におおよその質問残時間を色により区別するランプを設置
＊・・・　質問者用として質問残時間を表示する機器を設置
×・・・　特に設置なし
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スポーツタイマー等をスタンドで設置したイメージ図 

参考ウエブサイト

：セイコーシステム株式会社（http://www.seiko-sts.co.jp）
：モルテンスポーツ事業本部（http://www.molten.co.jp/sports/jp/index.html）

ディスプレイ ディスプレイ

ディスプレイ

局
長

議
長

事
務
局

演壇

議員席 議員席

理事者席 理事者席

設置例２

スポーツ競技用のタイマー 

専用スタンド 

 タイマーを専用スタンドで議場内に設置

※設置箇所は今後の検討

設置例１
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議会運営検討協議会

報  告  書 

第１３回 

【報告事項】 

◆ 議案の提出方法

平成２６年５月１日 

川崎市議会議会運営検討協議会   
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- 1 -

議会運営検討協議会第 13回結果等報告書 

１ 検討結果 

  当協議会では、市道路線の認定及び廃止に関する議案の提出方法について

調査・検討を行ったところ、現行のとおり、議案の提出方法の見直しは行わ

ないことを確認して、協議会としての結論に至った。 

２ 議論の概要 

 (1) 現状及び課題 

・ 市道路線の認定及び廃止に関する議案は、複数の路線に係る認定、廃

止について、一つの議案として提出されており、個別の路線ごとに提出

されていない。 

・ 複数路線のうち一路線に限って疑義が生じた場合に、その路線に対し

て反対の意思を示そうとすると、議案全体を反対することになるため、

市道路線に係る全路線に対する反対になってしまい、議案の可否の判断

に苦慮することがある。 

・ なお、平成２２年１２月１０日のまちづくり委員会において、委員か

ら、議案の対象となっている路線の状況を具体的に把握できるようにす

るため、現場の写真等が添付された詳細な資料の提出について理事者に

要望があり、これを受けて、次回の平成２３年第１回定例会から、まち

づくり委員会に詳細な資料が提出されるようになり、改善が図られた。 

 (2) 議論の概要 

・ 市道路線の中には、地権者との関係や払い下げの経過で疑義がある場

合もあるが、最終的には行政と地権者との間で解決が必要な問題である

ことが多い。また、これまでも、一つの路線の認定又は廃止に反対であ

るため、全体の議案に反対する必要性が生じたケースはないとの認識で

ある。 

  ・ 他都市では、市道路線の認定、廃止、変更を種別ごとに分け、議案と

して提出している事例もあるが、種別ごとの議案とした場合でも複数路

線で提出されることは変わりなく、現状と大きな変化が生じない。 

  ・ また、岡山市や熊本市のように個別の路線ごとに議案を提出する方法

もあることは承知しているが、提出方法を大きく変えてまで、一つ一つ

の路線に賛否を表明する性質のものではなく、現状の提出方法でも、委

員会における採決時に意見を述べることや、本会議において討論を行っ

た上で、議案全体に賛成又は反対することは可能であるため、特段の見

直しの必要性はない。 

  ・ 仮に、市道路線の認定又は廃止について、賛成できない路線が含まれ

ていた場合には、議会としては議案を否決して、市長が当該路線を除い

た上で、議案を提出し直すことで、他の路線に影響を与えずに議決を行

うことが可能なため、現状の提出方法でも万一の場合に対処することは
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議会運営検討協議会第 13回結果等報告書 

可能である。 

  ・ 以上のことから、協議会では、市道路線の廃止及び認定に関する議案

の提出方法のあり方の見直しは行わないことを確認した。 

なお、協議会では、本件調査依頼の契機となった市道路線の認定及び

廃止に関する議案の提出方法に関する協議に限定することを、併せて確

認した。 
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議会運営検討協議会第 13回結果等報告書 

資 料 編 

○ 議案の提出方法に関する政令指定都市の状況（市道路線の認 

定・廃止・変更）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４ 
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議案の提出方法に関する政令指定都市の状況 

（市道路線の認定・廃止・変更） 

平成 26 年３月現在 

１ １議案として提出……１１市 

認定、変更及び廃止 札幌市、神戸市、北九州市 

認定及び廃止 
仙台市、千葉市、横浜市、新潟市、名古屋市、 

大阪市、堺市、川崎市 

２ 認定、廃止などの種別ごとに提出……７市 

認定、廃止、変更 さいたま市、静岡市、浜松市、京都市、福岡市 

認定、廃止 相模原市、広島市 

３ 路線ごとの議案として提出……２市 

岡山市、熊本市 

（参考）道路法（抜粋）

（路線の廃止又は変更）

第１０条

２ 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わ

るべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路

線を変更することができる。
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○政令指定都市における議案（市道路線の認定･廃止関係）の提出方法

議案の提出方法及び議案名 議案書の記載内容 補足資料

札幌市
【 １ 議案 】
市道の認定、変更及び廃止

○路線名、起点・終点
○地図

－

仙台市
【 １ 議案 】
市道路線の認定及び廃止

○路線名、起点・終点
※会派への説明時に地図
等の細資料を提出

さいたま市

【種別ごと】
  市道路線の認定
　市道路線の廃止
　市道路線の変更

○路線名、起点・終点
○幅員・延長距離

地図、写真

千葉市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定及び廃止

○路線名、起点・終点
○地図

－

横浜市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定及び廃止

○路線名、起点・終点
○地図

－

相模原市
【種別ごと】
　市道の認定
　市道の廃止

○路線名、起点・終点
○幅員・延長距離
○認定（廃止）理由
○地図
○道路の概要

－

新潟市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定及び廃止

○路線名、起点・終点
○地図

路線数、延長距離、認定
（廃止）理由

静岡市

【種別ごと】
  市道路線の認定
　市道路線の廃止
　市道路線の変更

○路線名、起点・終点
延長距離、認定（廃止）理
由、地図

浜松市

【種別ごと】
  市道路線の認定
　市道路線の廃止
　市道路線の変更

○路線名、起点・終点
路線数、全市域市道道路
状況、区別路線数、延長距
離

名古屋市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定及び廃止

○路線名、起点・終点
○地図

－

京都市

【種別ごと】
　市道路線の認定
　市道路線の廃止
　市道路線の変更

○路線名、起点・終点
認定（廃止）理由、延長距
離、幅員、地図

大阪市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定及び廃止

○路線名、起点・終点
○地図

－

堺市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定及び廃止について

○路線名、起点・終点
○地図

－

神戸市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定、変更及び廃止について

○路線名、起点・終点
○幅員・延長距離
○地図

地図
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議案の提出方法及び議案名 議案書の記載内容 補足資料

岡山市
【路線ごと】
　市道路線の認定ほか

○路線名、起点・終点
○地図

－

広島市
【種別ごと】
　市道路線の認定
　市道路線の廃止

○路線名
○起点・終点
○認定（廃止）理由
○幅員・延長距離

－

北九州市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定、変更及び廃止について

○路線名
○起点・終点
○延長距離

－

福岡市

【種別ごと】
　市道路線の認定
　市道路線の廃止
　市道路線の変更

○路線名
○起点・終点
○地図

区ごとの該当路線数の内
訳

熊本市
【路線ごと】
　市道路線の認定ほか

○路線名
○起点・終点

地図

川崎市
【 １ 議案 】
　市道路線の認定及び廃止

○路線名
○起点・終点
○認定（廃止）理由
○地図

路線数、延長距離、面積、
舗装率、地図、写真
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